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In brief 

 
政府は、2019 年 12 月 20 日に「令和 2 年度税制改正の大綱」を閣議決定しました。その後、2020 年 1 月

末に、令和 2 年度（2020 年度）税制改正法案を通常国会に提出しています。同法案は 2020 年 2 月 28 日

に衆議院で可決され、現在参議院で審議中ですが、今後の法案審議、政省令を注視していく必要がありま

す。 
 
この中の重要な改正として、連結納税制度の見直しがあります。現行の連結納税制度を抜本的に見直した

上で、グループ通算制度に移行するというものです。企業のグループ経営などに大きな影響を及ぼすため、

できるだけ早期に、改正の内容を理解し、グループへの影響などを把握した上、今後の対応を検討していく

必要があります。 
 
本ニュースレターでは、連結納税制度の見直しについて、改正後のグループ通算制度の概要を、税制改正

大綱の内容などに基づいて解説します。また、制度改正の影響と今後の対応についても整理します。 
 
In detail 
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Ⅰ．グループ通算制度の概要 

1．連結納税制度の見直しの背景 

2020 年度税制改正大綱では、連結納税制度について 18 年ぶりに抜本的な見直しが行われ、2022 年 4
月 1 日以後開始事業年度からグループ通算制度へ移行することになります。現行の連結納税制度では、連

結親法人がグループ内の全ての連結子法人の税務情報を集約して計算し、申告納付する方式であるため、

申告時のみならず修正又は更正（以下、単に「修更正」）時においても情報収集や計算に係る事務負担が過

重になっているとの指摘があり、また、それゆえに損益通算等のメリットを受けられるにもかかわらず連結納

税制度の適用を躊躇している企業グループも存在しているとの指摘もありました。 

このため、企業グループ全体を一つの納税主体とする連結納税制度に代えて、通算グループ内の各法人が

納税主体となるものの、損益通算・欠損金繰越控除・外国税額控除・研究開発税制などの項目については

グループ全体で計算（全体調整計算）を行うことにより連結納税のメリットを残しつつ、修更正の際にはグル

ープ再計算を原則行わない（他法人への影響を遮断）というグループ通算制度に移行することで、事務負担

の軽減を図ることとしています。また、制度適用開始・グループ加入時における時価評価課税・欠損金の切

捨て等について、組織再編税制と整合性のある内容に見直すことで、その対象が縮小され、制度適用にお

けるハードルが下げられています。 

 

2．グループ通算制度の基本的な仕組み 

グループ通算制度は、通算グループ内の各法人が個別に申告・納付を行う点、修更正が生じた場合に他法

人への影響が遮断される点、親法人も時価評価や欠損金等の制限の対象となる点等、連結納税制度とは

異なる取扱いもあるものの、その対象範囲など連結納税制度と同様となっている項目も多々あります。 

グループ通算制度の基本的な仕組みを連結納税制度と対比する形で示したものが、下表となります。 
 

項目 連結納税制度 グループ通算制度 

適用法人  親法人・子法人（完全支配関

係）人） 
 同左 

納税主体  連結親法人（連結納税） 
 
 

 連帯納付責任有 

 親法人および各子法人（それぞ

れに納税義務：個別に申告納

付） 

 同左 

適用方法  選択適用 
 適用開始事業年度開始前

3 月前までに承認申請 
 取りやめはやむを得ない

事由に限定 

 同左 

事業年度  親法人の事業年度に統一  同左 

所得金額・税額の計算  連結グループ全体で計算  親法人・各子法人がそれぞれ個

別に計算。損益通算等あり 

損益通算  有 
 連結所得を連結グループ

全体で計算 

 有 
 所得法人は欠損法人の欠

損金相当額を損金算入（所

得金額比のプロラタ方式） 
 欠損法人は、上記の所得相

当額を益金算入（欠損金額

比のプロラタ方式） 

繰越欠損金の通算（控除）  有 
 非特定連結欠損金は全体

 有 
 非特定欠損金は全体で控
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項目 連結納税制度 グループ通算制度 
から控除 

 特定連結欠損金はその連

結法人の所得からのみ控

除（全体キャップあり） 

除 
 特定欠損金はその法人の

所得からのみ控除（全体キ

ャップあり） 

修正・更正の処理  連結グループ全体で再計算  損益通算等について、通算グル

ープ内各法人への影響を遮断 

開始・加入時の時価評価、

欠損金の制限等 
 有 

 親法人は対象外 
 長期保有子法人等は対象

外 
 子法人の持込欠損金は特

定欠損金 

 有 
 親法人・各子法人ともに対

象 
 組織再編税制と整合、対象

範囲を縮小 
 親法人・各子法人の持込欠

損金は特定欠損金 

離脱時の時価評価  無  有 

投資簿価修正  有 
 連結納税適用期間中の個

別利益積立金の増減額を

修正 

 有 
 離脱法人株式の簿価を離

脱法人の簿価純資産価額

とする 

申告期限の延長  原則 2 月  同左 

電子申告  親法人に義務  親法人・各子法人ともに義務 

税務調査  連結親法人（含む連結子法人）

に対して実施 
 親法人・各子法人のそれぞれに

対して実施 

租税回避行為  包括的租税回避防止規定あり  同左 

地方税（住民税・事業税

等） 
 連結所得個別帰属額と連結法

人税個別帰属額を基礎として

計算 
 連結納税を適用しない単

体申告ベースの金額を基

準に課税 

 現行の基本的な枠組みを維持 
 グループ通算制度を適用し

ない単体申告ベースの金額

を基準に課税 

 

3．所得金額の計算 

(1) 損益通算 

通算グループ内に所得法人（黒字法人）と欠損法人（赤字法人）がある場合、これらの所得と欠損を通算し

ます。この通算は、プロラタ計算によることとなり、納税者が任意に通算を行うことはできません。 

【損益通算の仕組み】 

通算グループ内の各法人において、それぞれ所得金額又は欠損金額を算出し、 

① 所得法人（所得金額が生じている法人）は、欠損法人の通算対象欠損金額を損金算入 

② 欠損法人（欠損金額が生じている法人）は、所得法人の通算対象所得金額を益金算入 

します。 

（注）1 ①の合計額と②の合計額は同額（損益通算前所得と損益通算前欠損のいずれか少ない金額） 

   2 ①で、所得法人が複数ある場合には、欠損法人の欠損金額を合計し、所得法人の所得金額比で計算 
（プロラタ方式）（②も同様） 
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【損益通算のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、設例で示すと次のようになります。 

【設例：グループ通算制度の損益通算イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※法人税、地方法人税の税率は、合わせて 25%と仮定しております（以下同様） 

  （参考：連結納税制度のイメージ） 
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（※） 

(2) 修更正の遮断 

グループ通算制度は、通算グループ内の法人に損益通算等に係る修更正が生じた場合であっても、これに

連動して通算グループ内の他の法人に修更正が生じない仕組みとされています。つまり、通算グループ内

の法人の修更正の影響を遮断するものとなっています。 

損益通算、欠損金繰越控除、研究開発税制、外国税額控除はこの修更正の遮断の対象とされていますが、

ここでは、損益通算の場合について、設例で示します。 

 

【設例②：設例①において T に+100 の増差所得が生じた場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注） 修更正の遮断の例外 

1. 全法人の当初申告が零又は欠損等 
通算グループ内の全ての法人について、期限内申告における所得の金額が零又は欠損金額があるな

ど一定の場合には、修更正の遮断をしない。 
2. 当初申告において法人税の不当減少 

欠損金の繰越期間の潜脱や離脱法人に欠損金を帰属させるため、あえて誤った申告を行うことなど法

人税の不当減少と認められるときは、税務署長は修更正を遮断しないことができる。 

 

(3) 繰越欠損金の通算 

グループ通算制度の適用法人の欠損金の繰越控除額の計算について、控除限度額は通算グループ内の

各法人の欠損金の繰越控除前の所得（損益通算後所得）の金額の 50％相当額（※）の合計額とし、控除方

法は連結納税制度と同様とされています。 
 中小法人等、更生法人等及び新設法人については、所得の金額 
 更生法人等の判定は各法人について行う 
 通算グループ内のいずれかの法人が新設法人に該当しない場合にはその通算グループ内の全

ての法人が新設法人に該当しないこととする 

 

【繰越欠損金の通算の仕組み】 

 繰越欠損金額は、通算グループ内の各法人の損益通算後の所得の範囲内で損金算入 

 損金算入額は、欠損金の控除限度額（大法人は、所得の 50％）の範囲内で、 

① 特定欠損金額は、自己の控除限度額の範囲内で損金算入 
② 非特定欠損金額は、通算グループ内の損益通算後の所得法人の控除限度額の範囲内で損

金算入 
   （注） ②の損金算入は、控除限度額の残額の比で配分（プロラタ方式） 
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【繰越欠損金の通算イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、設例で示すと次のようになります。 

【設例：グループ通算制度における繰越欠損金の通算控除イメージ】 

①特定欠損金の控除 
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②非特定欠損金の控除 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) その他 

① 通算税効果額の授受 

グループ通算制度の適用法人間で通算税効果額を授受する場合は、その授受する金額は益金の額及び損

金の額に算入しないこととされます。「通算税効果額」とは、グループ通算制度を適用することにより減少す

る法人税及び地方法人税の額に相当する金額として内国法人間で授受される金額をいいます。 

連結納税制度においては法人税法の規定により個別帰属額が計算され、個別財務諸表では親法人は納付

する連結税額を未払法人税等に計上し、個別帰属額については親法人と子法人との間で未収・未払計上す

るという実務上の取扱い（企業会計基準委員会実務報告第 5 号、「連結納税制度を適用する場合の税効果

会計に関する当面の取扱い（その 1）」）となっています。通算税効果額の算定方法や会計上の取扱いにつ

いては、今後の動向を注視していく必要があります。 

② 通算グループ内の子法人株式の評価損益・譲渡損益の不計上 

通算グループ内の子法人株式の評価損益及び通算グループ内で子法人株式の譲渡を行っても譲渡損益

は計上しません。 
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③ 各個別制度の取扱い（所得計算関連） 

下表は、主要な各個別制度の取扱いの概要を連結納税制度と比較したものになります。 

(区分）  
単：単体で判定・計算される項目 
G：通算グループで判定・全体計算される項目 
G※：グループ通算制度を適用していない場合においても、グループで判定・全体計算される項目（単体納税制度の改正） 

各個別制度 連結納税制度 グループ通算制度 区分 

1. 受取配当金の益

金不算入 
 関連法人株式等の負債利子控除額は、連結グ

ループ全体の合計数値により負債利子控除を

計算 

 関連法人株式等又は非支配目的株式の判定

は、連結グループ全体の合計数値により判定 
 

 短期保有株式等の判定は、連結グループ全体

で判定  

 関連法人株式等の負債利子控除額は、配当

額の 4%（支払負債利子の 10%上限）とする 
 

 関連法人株式等又は非支配目的株式の判

定は、通算グループ全体の合計数値により

判定 

 短期保有株式等の判定は、各法人毎 

単 
 
 

G※ 
 
 

単 

2. 外国子会社配

当等の益金不

算入 

 益金不算入対象の判定は、連結納税グループ

全体で判定 
 益金不算入対象の判定は、通算グループ全

体で判定 
G 

3. 寄附金の損金不

算入 
 連結納税グループ全体で損金算入限度額を計

算 

 資本基準の基礎数値は親法人の資本金等の

額（税務数値） 

 各法人において損金算入限度額を計算 
 

 資本基準の基礎数値は、資本金＋資本準備

金の額（会計数値） 

単 
 

単 

4. 貸倒引当金  連結グループ内法人間の金銭債権は対象外  100%グループ内法人間の金銭債権は対象

外 
G※ 

5. 特定株主等によ

って支配された

欠損等法人の欠

損金の繰越しの

不適用等 

 欠損等法人に該当するかどうかの判定及びそ

の適用は、他の者による特定支配関係を有す

ることとなった場合の連結親法人とその連結子

法人について行う 

 欠損等法人に該当するかどうかの判定及び

その適用は、各法人で行う 
単 

6. 中小判定  連結親法人によってグループ全体を判定 

 

 通算グループ内のいずれかの法人が中小法

人に該当しない場合には、通算グループ内

の全ての法人が中小法人に該当しない 

 上記判定の対象となる制度は、①貸倒引当

金、②欠損金の繰越控除、③軽減税率、④

留保金課税の不適用、⑤中小企業向けの各

租税特別措置 

G 

7. 過大支払利子税

制 
 連結グループ全体の合計金額により、損金不

算入額を計算 

 適用免除基準（対象純支払利子等の額が

2,000 万円以下であること）の判定は、連結グ

ループ全体の合計額で行う 

 各法人において、損金不算入額を計算 
 

 適用免除基準（対象純支払利子等の額が

2,000 万円以下であること）の判定は、通算

グループ全体の合計額で行う 

単 
 

G 

8. 租税特別措置の

適用除外事業者 
 連結グループ全体の合計額（連結所得金額）

により判定（前 3 事業年度の連結所得の金額

の平均が年 15 億円を超える場合には、連結

グループ内の全ての法人が適用除外） 

 通算グループ内のいずれかの法人が適用除

外事業者に該当する場合、通算グループの

全ての法人が適用除外事業者に該当 

G※ 

9. 資産の譲渡に係

る特別控除額の

特例 

 特別控除額の連結グループ全体の合計額と定

額控除限度額（年 5,000 万円）の比較で超過

の有無を判定 

 特別控除額の 100%グループ全体の合計額

と定額控除限度額（年 5,000 万円）の比較で

超過の有無を判定 

G※ 
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4．税額の計算 

(1) 法人税率 
法人税率は、通算グループ内の各法人の法人区分に対応した適用税率によります。また、中小法人の軽減

税率を適用する場合の対象所得金額は、年 800 万円の金額を期限内申告（当初申告）における所得法人

の所得金額比で按分した金額とされます。つまり、軽減税率の対象金額は、グループ全体で年 800 万円ま

でということになります。 
 
なお、中小法人の判定については通算グループ内のいずれかの法人が中小法人に該当しない場合には、

通算グループ内の全ての法人が中小法人に該当しないこととされます。 

 

(2) 研究開発税制 

グループ通算制度における研究開発税制の各法人における税額控除限度額は、グループ全体で計算する

税額控除限度額と控除上限額のいずれか少ない金額（税額控除可能額）を各法人の調整前法人税額の比

で配分することとなります。 

 

【研究開発税制のイメージ図】 
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(3) 各個別制度の取扱い（税額計算関連） 

下表は、主要な各個別制度の取扱いの概要を連結納税制度と比較したものになります。 

(区分）  
単：単体で判定・計算される項目 
G：通算グループで判定・全体計算される項目 
 

各個別制度 連結納税制度 グループ通算制度 区分 

1. 所得税額控除  連結グループ全体で計算  各法人で計算 単 

2. 外国税額控除 （計算） 

 連結グループ全体で計算 

 各連結法人の控除限度額は、連結グループ全

体の控除限度額を国外所得の比で按分 

 連結法人ごとに損金算入方式と税額控除方式

を選択することはできない 

（計算） 

 通算グループ内の各法人の控除限度額の計

算は、基本的に連結納税制度と同様 

（修更正の遮断） 

 修更正の遮断あり 

 修更正が生じたことによる外国税額控除額と

の過不足額は、進行年度の外国税額控除額

又は法人税額においてその調整を行う 

 通算グループ内の各法人が外国税額控除額

の計算の基礎となる事実を隠蔽又は仮装し

て外国税額控除額を増加させること等により

法人税の負担を減少させようとする場合に

は、修更正は遮断しない 

G 

3. 特定同族会社

の特別税率 
 特定同族会社の該当判定は、連結親法人によ

り判定し、連結グループ全体で計算 

 連結グループ内の法人間の受取配当及び支

払配当は、連結留保金額の計算から除外 

 各法人において計算（判定については中小

判定の項目を参照） 

 計算において次の調整を行う 
 留保金額の基礎は損益通算後の所得

金額 
  所得基準の基礎は損益通算前の所

得の金額 
 通算グループ内の法人間配当はなか

ったものとし、通算グループ外への配

当は所要の調整 

単 
 

G 

4. 欠損金の繰戻

しによる還付 
 連結親法人が中小法人等に該当する場合に、

連結親法人の解散、更生・再生手続開始の決

定があった場合、災害のあった場合について

適用 

 繰戻しの対象となる欠損金額は、通算グル

ープ内の各法人の欠損金額の合計額を還

付所得事業年度の所得金額の比で配分し

た金額 

 グループ通算制度の適用開始・加入時の

制限により、損益通算の対象外とされる欠

損金額は、配分の対象から除外 

 解散等の場合の還付請求の特例は、親法

人の解散、子法人の破産・更生・再生手続

開始の決定 

G 

5. その他の特別税

額控除 
 租税特別措置法によるその他の税額控除額

は、基本的に連結法人ごとに計算し、その合計

額を連結法人税額から控除 

 連結グループ全体の連結法人税額の一定額

が上限 

 各法人において計算・控除 

 修更正の遮断の濫用防止のための措置あり 

単 
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5．通算制度の適用開始及び加入の取扱い 

連結納税制度では、適用開始や連結グループに加入する子法人のうち適用除外に該当しないものについて

は、保有資産の時価評価を行い含み損益を清算し、また、開始・加入前の繰越欠損金も切捨てた上で連結

グループに参加することとされています。また、連結親法人は、この時価評価課税及び欠損金の切捨ての

対象外であり、さらに親法人の繰越欠損金については非特定連結欠損金として連結グループ全体の連結所

得から控除できることとされています。また、子法人のうち、親法人による長期保有や適格株式交換による

加入等の一定の要件を満たすものについては、時価評価課税及び繰越欠損金の切捨ての対象外とされて

います。 

グループ通算制度においても、適用開始及び加入における時価評価課税や繰越欠損金の切捨て等の措置

は設けられています。ただし、組織再編税制との整合性の観点からの見直しが行われた結果、その対象範

囲や制限内容は大幅に緩和されています。なお、親法人に対しても時価評価課税があり、また、親法人の

繰越欠損金についても特定欠損金（子法人の所得と通算不可）となることに留意が必要です。 

 

【主な開始・加入時の措置の比較】 

項目 連結納税制度 グループ通算制度 

時価評価課

税及び欠損

金の切捨て 

 親法人は対象外 

 長期保有子法人（親法人と 5 年超の

完全支配関係継続）、適格株式交換

等による加入は対象外 

 親法人も子法人と同様に対象 

 適格組織再編と同等の要件により、対

象を判定 

 現金買収による加入であっても要

件を満たせば対象外となる 

持込欠損金

の取扱い 

 

 親法人：非特定欠損金（他の法人の

所得と通算可） 
 

 子法人：特定欠損金（他の法人の所

得と通算不可） 

 親法人：特定欠損金（他の法人の所得

と通算不可、連結納税適用からの移行

については経過措置により通算可） 

 子法人：特定欠損金（他の法人の所得

と通算不可） 

含み損等の

利用制限 
 なし  適格再編後の特定資産等譲渡損の取

扱いと同等の制限 

 

(1) 適用開始及び加入時の取扱いの概要 

グループ通算制度適用開始及び通算グループ加入時の取扱いの概要は、以下のとおりです。 

項目 内容 

開始・加入時の時価

評価 
 グループ通算制度の適用開始又は通算グループへの直前に時価評価課税を

行う 

 開始時の時価評価の対象外 

イ. 親法人との間に完全支配関係の継続が見込まれる子法人 

ロ. いずれかの子法人との間に完全支配関係の継続が見込まれる親法人 

 加入時の時価評価課税の対象外 

イ. 適格株式交換等により加入した株式交換等完全子法人 

ロ. 通算グループ内の新設法人 

ハ. 適格組織再編成と同様の要件として次の要件（加入の直前に支配関係が

ある場合には、A）から C）までの要件）の全てに該当する法人 
A) 親法人との間の完全支配関係の継続要件 
B) 従業者継続要件 



Japan Tax Update 

PwC 
12 

項目 内容 
C) 主要事業継続要件 
D) 主要な事業と通算グループ内のいずれかの法人の事業との事業関

連性要件  
E) D）の各事業の事業規模比 5 倍以内要件又は当該法人の特定役員

継続要件 

開始・加入前の欠損

金の切捨て 
 時価評価の対象となる法人について、グループ通算制度の適用開始前又は通

算グループへの加入前の欠損金を切り捨てる 

開始・加入前欠損

金・含みの制限 
 時価評価の対象外法人については、グループ通算制度の適用開始又は通算

グループへの加入前の欠損金及び資産の含み損等について、支配関係発生

から 5 年経過日と開始又は加入から 3 年経過日とのいずれか早い日まで、制

限を行う  

イ. 支配関係発生後に新たな事業を開始した場合 
 支配関係発生前に生じた欠損金及び支配関係発生前から有する資産

の開始前の実現損から成る欠損金を切り捨てる 
 支配関係発生前から有する資産の開始・加入後の実現損を損金不算

入  

ロ. 原価及び費用の額の合計額のうちに占める損金算入される減価償却費

の額の割合が 30％を超える場合 
 通算グループ内で生じた欠損金について、損益通算の対象外とした上

で、特定欠損金（※）とする 

ハ. 上記イ．又はロ．のいずれにも該当しない場合 
 通算グループ内で生じた欠損金のうち、支配関係発生前から有する資

産の実現損から成る欠損金について、損益通算の対象外とした上で、

特定欠損金（※）とする  
   （※） その法人の所得の金額を限度として控除ができる欠損金 

欠損金等の制限の

適用除外 
 次の法人については、欠損金等の制限の対象外  

イ. 親法人との間（親法人は、いずれかの子法人との間。ロ．において同じ）

に支配関係が 5 年超ある法人  

ロ.  通算グループ内の法人と共同事業を行う法人として、次の法人 
 開始又は加入の直前に親法人との間に支配関係がある法人で次の

要件の全てに該当するもの  
A) 主要な事業と通算グループ内のいずれかの法人の事業との事

業関連性要件 
B) A)の各事業の事業規模比 5 倍以内要件又は特定役員継続要

件 
C) 上記 A)の主要な事業の事業規模拡大 2 倍以内要件又は特定

役員継続要件 
 加入の直前に親法人との間に支配関係がない法人で「加入時の時

価評価課税の対象外のﾊ．」に該当するもの 
 非適格株式交換等により加入した株式交換等完全子法人で共同で

事業を行うための適格株式交換等の要件のうち対価要件以外の要

件に該当するもの 

特定欠損金  グループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入前の欠損金のうち、

切り捨てられなかったものは、特定欠損金（※）とする 
（※） その法人の所得の金額を限度として控除ができる欠損金 
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このグループ通算制度の適用開始時と通算グループ加入時の時価評価課税や欠損金の取扱いに関する

課税の概要をフローチャートで示すと次のようになります。 

 

【グループ通算制度適用開始時の取扱い概要のフローチャート】 

 
 

【通算グループ加入時の取扱い概要のフローチャート】 
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(2) 離脱予定の子法人株式の時価評価 

グループ通算制度の適用開始又は通算グループへの加入時をする子法人が時価評価課税の対象外法人

と判定された場合であっても、親法人との完全支配関係の継続が見込まれないものの株式については、株

主において子法人株式の時価評価損益を計上することとされています。 

 

(3) 時価評価対象法人の繰延譲渡損益等の取崩し 

グループ通算制度の適用開始時又は通算グループ加入時において時価評価の対象となる法人は、グルー

プ法人税制における譲渡資産の繰延損益及びリース取引に係る延払損益（1,000 万円未満のものを除く）、

並びに特定資産の買換え等に係る特別勘定の金額（1,000 万円未満のものを除く）については、連結納税と

同様に繰延損益の戻し入れ及び特別勘定の取崩し処理をすることになります。 

 

6．通算グループからの離脱の取扱い 

(1) 離脱時の時価評価 

通算グループから離脱した法人が、一定の場合に該当する時は、離脱直前の事業年度において対象資産

の時価評価を行い、評価損益の計上を行うこととされます。 

時価評価を行う場合 時価評価の対象資産 

1. 主要な事業を継続することが見込まれてい

ない場合（離脱直前における含み益≧含み

損の場合を除く） 

 固定資産、土地等、有価証券（売買目的有価証

券等を除く。）、金銭債権及び繰延資産 

 これらの資産のうち①帳簿価額が

1,000 万円未満のもの、②その含み損

益が資本金等の額の 2 分の 1 又は

1,000 万円のいずれか少ない金額未満

のものは除外 

2. 帳簿価額が 10 億円を超える資産の譲渡

等損失の計上が見込まれ、かつ、その法

人の株式の譲渡等損失の計上が見込まれ

ている場合 

 その資産（帳簿価額 10 億円超で譲渡損失計上

見込みの資産） 

 

(2) 離脱時の投資簿価修正 

通算グループから離脱する法人の株式の離脱直前の帳簿価額は、離脱する法人の簿価純資産価額に相

当する金額とされます。 

例えば、株式買収によって通算グループに加入した法人を、その後その株式を買収価額以下で通算グルー

プ外に譲渡する場合であっても、譲渡直前の帳簿価額が投資簿価修正によって簿価純資産価額となると、

株式譲渡利益額が計上されることになってしまう可能性があります（のれんや、保有資産の含み益等、簿価

純資産額に計上されていない場合）。今後の法令を確認する必要があります。 

 

(3) 離脱法人のみなし事業年度 

通算グループから離脱した子法人の離脱前後のみなし事業年度は、離脱日の前日までと、離脱日から子法

人の事業年度終了日までの期間となります。 連結納税制度における離脱後の最初事業年度の末日を親

法人の事業年度終了日とする措置は廃止されます。 

 

(4) 再加入制限 

連結納税制度と同様、通算グループから離脱した法人は 5 年間は再加入が認められないこととされます。 
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7．グループ通算制度の承認、その他 

グループ通算制度の承認手続き、その他の主要事項は以下のとおりです。

項目 内容

承認手続き  適用事業年度開始の日の 3 月前までに、対象法人全ての連名で申請

 設立事業年度等の申請特例あり

ただし、設立事業年度が 3 月以上の場合は適用なし

承認の取りやめ  やむを得ない事業があるときに限り、申請によってとりやめることができる

承認の取り消し  青色申告の承認の取消しを受けた場合は、通算承認の効力は失う

 取消しの効果は遡及しない

事業年度  子法人の事業年度は、親法人と同一の事業年度

 加入時は、完全支配関係発生日の前日までのみなし事業年度を設け、完全支

配関係発生日から通算グループに加入

 特例 1：完全支配関係発生日の翌月の初日を加入日とできる

 特例 2：翌会計年度の初日（翌期首）を加入日とできる

 離脱時は、①離脱日の前日まで、②離脱日から子法人の事業年度終了日まで

の期間となる

申告期限  申告期限の延長特例による延長期間は原則 2 月（連結納税制度と同様）

電子申告  全法人に電子申告義務あり

 親法人の電子署名により子法人の電子申告等可

 ダイレクト納付について所要の措置

8．適用関係 

(1) 施行

グループ通算制度は、2022（令和 4）年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から適用されます。 

例えば、3 月決算法人が新たにグループ通算制度を施行当初から適用しようとする場合の最初の事業年度

は 2022（令和 4）年 4 月 1 日に開始する事業年度であり、この場合には 2021 年 12 月 31 日が承認申請

の提出期限となるということです。

(2) 連結納税制度からの移行にかかる経過措置

既に連結納税制度を適用している場合には、次の経過措置が設けられます。

① グループ通算制度のみなし承認

連結納税制度の承認は、2022 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度においては、グループ通算制度の承

認とみなされます。したがって、連結納税制度の適用法人はグループ通算制度の不適用の届出を行わない

限り、グループ通算制度に移行することとなります。

② グループ通算制度の不適用

連結親法人が、グループ通算制度の適用前（2022 年 4 月以降開始する事業年度の前日、3 月決算法人の

場合は 2022 年 3 月 31 日）までに届出書を提出することにより、単体納税法人（グループ通算制度不適用）

となることができます。
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③ 連結欠損金の取扱い 

連結納税制度における連結欠損金個別帰属額は、グループ通算制度において欠損金とみなされます。その

上で、連結子法人における特定連結欠損金個別帰属額は、グループ通算制度における特定欠損金額とみ

なされる一方、連結親法人の連結欠損金個別帰属額は特定欠損金とはみなされず、グループ通算制度適

用後も通算グループの各法人の所得から控除できることになります。 

④ その他 

各個別制度についての所要の経過措置が講じられます。 

 

 

Ⅱ．制度改正の影響と今後の対応 

今回の連結納税制度の見直しは、平成 14 年度の制度創設以来の抜本的な見直しとなることや、これにより

移行するグループ通算制度も含め、企業のグループ経営や税務ガバナンス、各法人の税務実務などに大き

な影響を及ぼすものと想定されます。そこで、以下において、まず、制度改正の影響を整理し、次に制度適

用の要否の検討ポイントを整理し、最後に企業グループにとってどのような検討事項があるかを整理します。 

なお、連結納税制度からグループ通算制度の移行に 2 年間の移行期間が設けられているのも、このような

検討・準備期間が必要であることによるものと思われます。 

1． 主な制度改正の影響 

今回の制度改正のポイントと改正が与える影響をまとめたものが、次の表です。 

制度改正のポイント 改正が与える影響 

1. 親法人の持込欠損金

も特定欠損金となる 
 連結納税を導入していないグループで親法人に欠損金があるグループ

は、グループ通算制度の適用前に連結納税を導入しないと親法人欠損

金をグループで使える余地がなくなる 

 3 月決算法人が今後連結納税を適用する場合には、2020 年 12 月末ま

でに承認申請書を提出する必要がある 

2. 取りやめの経過措置  連結グループはグループ通算制度適用時であればやむを得ない事情

がない場合であっても、届出書を提出することにより、やめることができ

る 

3. 全体調整計算の維持

（事務負担軽減は限

定的） 

 「事務負担軽減」が改正の理由の一つとされているが、事務負担が軽減

されるのは修更正時の事務負担軽減のみ 

 グループの足並みをそろえて決算・申告作業をする必要性は現行

の連結納税制度と変わらない 

 繰延税金資産の回収可能性も、グループでスケジューリングする

必要性は現行制度と同様であると考えられる 

 会社分類の考え方、損益通算等の税効果を会計上認識するかに

ついては会計基準を待つ必要がある 

 繰越欠損金の控除や税額控除の計算は複雑であり、システム導

入は必須 

4. 時価評価課税及び持

込み欠損金等の制限

の対象範囲の縮小 

 大幅に緩和されているため、制度の適用開始、加入時にデメリットが生

じるケースが少なくなる 

 導入企業グループが増える可能性 
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制度改正のポイント 改正が与える影響 

5. 個別帰属税額が計算

されないことが想定 
 通算税効果相当額の清算の要否、清算する場合の清算金額の計算方

法の検討が必要となる 

 欠損金・繰越欠損金使用分の通算税効果、税額控除の通算税効

果 
⇒会計基準、システムベンダーの動向を注視 

 清算を行わない場合 

 研究開発税制であれば、試験研究を実施していない法人が

税額控除のメリットを享受したままになる 
 欠損法人が更正を受けた場合の担税力 

6. 個別申告方式 

※ 通算グループの各法人がそ

れぞれ納税義務者として申告納

税を行うことになる 

 通算グループ内の各法人で税務調査対応が必要 

 通算グループ内の各法人の税務調査の情報集約が、次の進行期の税

金計算に不可欠 

 資本金が 1 億円以下でも電子申告義務化の対象 

 

2．制度適用の要否の検討ポイント 

グループ通算制度を適用するか否かの検討のポイントを整理したものが、次の表になります。 

項目 グループ通算制度における内容（含む、連結納税制度との比較） 

1. 損益通算等の全体調

整計算の維持 
 グループ通算制度においても、損益通算・繰越欠損金控除・研究開発税

制・外国税額控除についてグループ全体で計算（全体調整計算）できる

ため、連結納税制度と同様のメリットを享受できる 

 グループ全体の税務管理体制の整備や決算・申告の事務負担は、連結

納税制度と大きく異なることはないと見込まれる 

2. 制度適用開始又は加

入時の時価評価、繰

越欠損金の切捨て等 

 グループ通算制度おいては、子法人のみならず、親法人も対象 

 グループ通算制度においては、適格組織再編と同等の要件により適用

対象を判定するため、適用対象は相当程度縮小される 

 現金買収による加入であっても、要件を満たせば対象外 

3. 親法人の持込欠損金

の取扱い 
 グループ通算制度においては、特定欠損金とされ、他の法人の所得と

通算はできない 

 連結納税制度においては、非特定欠損金とされ、他の法人との通

算はできる 

※ 連結納税制度から移行する場合は、経過措置により非特定欠

損金の取扱いが維持される 
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3．企業グループにおける検討事項 

企業グループにおいて検討すべき事項を、既に連結納税を導入している場合と導入していない場合に分け

て、整理したものが次の 2 つの図になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

各企業グル-プは、これらの事項を十分に検討した上で、①連結納税制度からグループ通算制度に移行、②

連結納税制度からグループ通算制度には移行しない、③これから連結納税制度を適用してグループ通算制

度に移行、④グループ通算制度から新たに適用、⑤グループ通算制度を不適用（単体納税制度のまま） 

のいずれかの選択をしていくことになるのではないかと思われます。  
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